
※昨年と開催場所を変更しております。
　末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。
※株主総会ご出席の皆様へのお土産のご用意はございません。
　あらかじめご了承ください。

2021年2月25日（木曜日）
午後2時（受付開始：午後1時30分）

東京都品川区北品川五丁目5番15号
大崎ブライトコア 

3階 「大崎ブライトコアホール」

証券コード：4394

第13回

定時株主総会
招 集 ご 通 知

第1号議案開 催 日 時

決 議 事 項

開 催 場 所

▶ 剰余金の処分の件

第2号議案

第3号議案

▶ 定款一部変更の件

▶ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
5名選任の件

第5号議案

第4号議案

▶ 会計監査人選任の件

▶ 監査等委員である取締役2名選任の件

ご来場自粛のお願い
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当日のご来場はお控えいただき、可能な
限り書面（郵送）により議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

書面（郵送）　 議決権行使期限
2021年2月24日（水曜日）午後5時30分到着分まで



　株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第13回定時株主総会を2021年２月25日（木曜日）に開催いたしますので、ここに招集ご通知
をお届けいたします。

2021年２月

「テレワークが顕在化させる、開発におけるDXの必要性」
　新型コロナウイルスの感染防止対策として、徐々に定着しつつあるテレワークですが、これまでの課題とされていた働き方
の多様化への期待が高まる一方で、テレワークによる生産性の低下がその定着を妨げているという心配な報告も出始めていま
す。日経新聞によると、テレワークでの生産性がオフィス勤務に比べて下がったと答えた日本人は40％と、世界10か国平均の
13％を大きく上回り最下位となっています。世間では日本におけるテレワークの課題として、欧米のジョブ型に対する日本の
メンバーシップ型、という業務分担の在り方をメインに取り沙汰していますが、ことソフトウェア開発の現場においては、開
発の仕方が個人によってバラバラであったり、ドキュメントよりも口頭や実体験を重視する現場主義など、全メンバーが時間
と場所を共有することを前提としたその開発スタイルこそが、テレワークを阻む大きな障害になっているように感じます。

　これに加えて、テレワークの課題として新たに認識され始めているのが、社員育成やナレッジ共有に関する問題です。新人
エンジニアが先輩と一緒に現場で働く中で、指示を受けたり業務知識を教えられたりしながら徐々に成長していくOJTという

名目の一子相伝育成システムや、“この分野ならあの人に聞け”的な人依存の暗黙
知によるナレッジ共有などは、オンライン会議システムの出来がどれだけ良くなっ
ても、テレワークで再現できるものではないでしょう。

　巷では、この間の新型コロナ対策で明らかになったIT施策の遅れに対して、国を
挙げてのDX（デジタルトランスフォーメーション）がより声高に叫ばれています。
上述の問題は、テレワークを前提としたこれからのソフトウェア開発の現場にお
いても「暗黙知であるナレッジを可視化し、それを活用することで新たな価値を
創造する」という、まさにDXが欠かせないということを顕在化させているのでは
ないでしょうか。

　当社でも、ソフトウェアの開発現場をDX化する一つの解として、ソリューショ
ンに関するナレッジを「Eureka Box」というコンテンツとして公開していくこと
にしました。開発現場で働く当社コンサルタント、エンジニアが生み出してきた
ソフトウェア・エンジニアリングのノウハウが詰まっています。

　私たちエクスモーションは、お客様が直面している「ソフトウェア時代の新し
いものづくり」の実現に少しでもお役に立てるよう、これまで以上の尽力をお約
束いたします。

■ 株主の皆様へ ■

代表取締役社長　渡辺　博之
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証券コード　4394
2021年２月５日

株　主　各　位
東京都品川区大崎二丁目11番１号
株 式 会 社 エ ク ス モ ー シ ョ ン
代表取締役社長 渡 辺 博 之

第13回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第13回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
上げます。

なお、書面によって議決権を行使することができますので、新型コロナウイルス感染症の拡大防止
のため、可能な限り株主総会当日のご来場をお控えいただきますようお願い申し上げます。また、感
染拡大防止のため、座席の間隔を広げることから、ご用意できる座席が例年より大幅に減少いたしま
す。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承
ください。書面によって議決権を行使される場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討
のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年２月24日（水曜日）
午後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 2021年２月25日（木曜日）午後２時（受付開始：午後１時30分）
２．場 所 東京都品川区北品川五丁目５番15号

大崎ブライトコア３階　大崎ブライトコアホール
（昨年と開催場所を変更しております。末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第13期（2019年12月１日から2020年11月30日まで）事業報告及び計算書類

報告の件
決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
第５号議案 会計監査人選任の件

以　上

－ 1 －

招集ご通知
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当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をイン
ターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

本招集ご通知の内容は、早期に情報をご提供する観点から、発送に先立って当社ウェブサイトに掲
載いたしました。

当社ウェブサイト（https://www.corporate.exmotion.co.jp/）

＜株主様へのお願い＞
・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により、会場、開始時刻の変更等、各

種対応を更新する場合がございます。当社ウェブサイト（https://www.corporate.exmotion.
co.jp/）より、発信情報をご確認くださいますよう、併せてお願い申し上げます。

・ご来場を検討されてる株主様は、当日までの健康状態を十分ご確認のうえ、マスク着用やアルコ
ール消毒液の利用など感染予防にご配慮いただきますようお願い申し上げます。

・会場入口付近で検温させていただく予定です。発熱が認められた方や、体調不良と見受けられる
方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。

－ 2 －

招集ご通知
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件
当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を

継続して実施していくことを基本方針としております。
当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のと

おりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項

①　配当財産の種類
　金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき金15円
　総額43,614,675円

③　剰余金の配当が効力を生じる日
　2021年２月26日

－ 3 －

剰余金処分議案
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第２号議案　定款一部変更の件
１．提案の理由

当社の事業内容の拡大並びに今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に事業
目的を追加及び変更するとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。

２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）
現　　行　　定　　款 変　　　更　　　案

（目的） （目的）

第２条 第２条

１．（条文省略） １．（現行どおり）

（１）～（２）（条文省略） （１）～（２）（現行どおり）
（３）ソフトウェア開発者の育成 （３）人材の育成、能力開発、技能向上に関する

教育業務およびコンサルティング業務
（４）労働者派遣事業 （４）労働者派遣事業および有料職業紹介事業

（新設） （５）貸しスタジオおよびその付属機器の運営・
管理業務

（５）その他前各号に付帯または関連する業務 （６）その他前各号に付帯または関連する業務

－ 4 －

定款一部変更議案
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第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了と

なります。つきましては、社外取締役１名を含む取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名の
選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会から全ての取締役（監査等委員である取締役を除く。）
候補者について適任である旨の意見を得ております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
候補者
番　号

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重   要   な   兼   職   の   状   況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１

なが

長
お

尾
 

　
あきら

章
(1955年２月23日生)

1983年 ３月 株式会社トータルシステムコンサルタント設
立　取締役

－

1997年 ４月 同社常務取締役
1998年 １月 合併により株式会社ソルクシーズ専務取締役
2000年 １月 同社常務取締役事業本部長
2000年 ３月 同社専務取締役事業本部長
2004年 １月 同社代表取締役専務

株式会社エフ・エフ・ソル代表取締役会長（現
任）

2005年 ３月 株式会社ソルクシーズ代表取締役副社長
2006年 ３月 同社代表取締役社長（現任）
2008年 ９月 当社代表取締役社長
2009年12月 株式会社コアネクスト代表取締役会長（現

任）
2010年12月 株式会社イー・アイ・ソル代表取締役会長（現

任）
2013年12月 当社代表取締役会長
2014年 １月 株式会社インターディメンションズ代表取締

役社長（現任）
株式会社インフィニットコンサルティング取
締役会長（現任）

2015年 １月 株式会社ノイマン代表取締役会長（現任）
2017年12月 株式会社アスウェア取締役（現任）
2018年 ２月 当社取締役会長（現任）
2019年 ５月 株式会社Fleekdrive代表取締役会長（現任）
2020年 ４月 株式会社アリアドネ・インターナショナル・

コンサルティング取締役（現任）
【取締役候補者とした理由】

長尾　章氏は、当社の親会社である株式会社ソルクシーズ及びそのグループ各社の経営において重
要な役割を果たし、当社の企業価値の向上に貢献しており、当社の更なる成長と発展のために適切な
人材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 5 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重   要   な   兼   職   の   状   況 ）

所 有 す る
当社の株式数

２

わた

渡
なべ

辺
ひろ

博
ゆき

之
(1962年12月11日生)

1996年 ６月 株式会社オージス総研入社

130,000株
2008年 ９月 当社専務取締役
2013年12月 当社取締役社長
2017年 ２月 当社代表取締役社長（現任）
2019年 ３月 株式会社ソルクシーズ取締役（現任）

【取締役候補者とした理由】
渡辺博之氏は、2008年９月の当社設立以来、取締役として、ソフトウェアエンジニアリングにお

ける豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営の指揮を執り、企業価値の向上に貢献しており、当社の
更なる成長と発展のために適切な人材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

３

よし

芳
むら

村
み

美
き

紀
(1967年６月18日生)

1991年 ４月 株式会社リコー入社

114,000株2008年 ９月 当社常務取締役（現任）
2017年 ２月 当社管理本部管掌兼研究・開発本部管掌（現

任）
【取締役候補者とした理由】

芳村美紀氏は、2008年９月の当社設立以来、取締役として、ソフトウェアエンジニアリングにお
ける豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営の指揮を執り、企業価値の向上に貢献しており、当社の
更なる成長と発展のために適切な人材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

４

い

井
やま

山
こう

幸
じ

次
(1967年12月21日生)

2004年 ４月 株式会社オージス総研入社

58,000株2009年 １月 当社入社
2009年 ６月 当社コンサルティング本部長
2015年12月 当社取締役コンサルティング本部長（現任）

【取締役候補者とした理由】
井山幸次氏は、2009年１月の当社入社以来、ソフトウェアエンジニアリングにおける豊富な経験

と幅広い見識に基づき、当社の主要事業のコンサルティング事業を牽引し、企業価値の向上に貢献し
ており、当社の更なる成長と発展のために適切な人材であると判断し、引き続き取締役候補者といた
しました。

－ 6 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重   要   な   兼   職   の   状   況 ）

所 有 す る
当社の株式数

５

わし

鷲
ざき

﨑
ひろ

弘
のり

宜
(1976年11月19日生)

2002年 ４月 早稲田大学助手

－

2004年 ４月 国立情報学研究所助手
2008年 ４月 早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工

学科准教授
国立情報学研究所客員准教授

2010年10月 早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニ
アリング研究所所長（現任）

2015年10月 Ecole Polytechnique de Montreal 
Visiting

2015年12月 株式会社システム情報社外取締役（監査等委
員）（現任）

2016年 ４月 早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工
学科教授（現任）
国立情報学研究所客員教授（現任）

2018年 ２月 当社社外取締役（現任）
【社外取締役候補者とした理由】

鷲﨑弘宜氏は、当社において2018年２月より社外取締役を務めております。同氏は、社外役員と
なること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、ソフトウェアエンジニアリング分
野の専門家であり、同分野での卓越した知見と豊富な経験を有しており、社外取締役として適切な人
材であると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．芳村美紀氏の戸籍上の氏名は、木村美紀であります。
３．鷲﨑弘宜氏は、社外取締役候補者であります。
４．鷲﨑弘宜氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結

の時をもって３年となります。
５．長尾　章氏は、現在、当社の親会社であります株式会社ソルクシーズの業務執行者であります。同氏

の同社における地位及び担当は、上記「略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）」欄
に記載のとおりであります。

６．渡辺博之氏は、当社の親会社であります株式会社ソルクシーズの取締役であり、同社は当社の特定関
係事業者に該当いたします。

７．当社は、鷲﨑弘宜氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任
が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

－ 7 －

取締役選任議案
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第４号議案　監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役水谷幸二氏及び中村　渡氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりま

す。
つきましては、監査等委員である取締役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重   要   な   兼   職   の   状   況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１

みず

水
たに

谷
こう

幸
じ

ニ
(1973年７月17日生)

1996年 ４月 株式会社第一勧業銀行（現　株式会社みずほ
銀行）入行

－

2000年 ６月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現　
ソフトバンク株式会社）入社

2000年10月 ソフトバンク・インベストメント株式会社（現
　SBIホールディングス株式会社）転籍

2018年 ８月 佃パートナーズ株式会社設立　代表取締役
（現任）

2018年９ 月 三田アドバイザリー株式会社取締役（現任）
2019年２ 月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2019年３ 月 株式会社トップ教育センター代表取締役会長

（現任）
2020年３ 月 株式会社OKAN常勤監査役（現任）

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】
水谷幸二氏は、当社において、2019年２月より監査等委員である社外取締役を務めております。

同氏は、金融機関等での豊富な実務経験と幅広い見識を有しており、当社の監査等に活かしていただ
く適切な人材であると判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

－ 8 －

監査役選任議案
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重   要   な   兼   職   の   状   況 ）

所 有 す る
当社の株式数

２

なか

中
むら

村
 

　
わたる

渡
(1966年４月25日生)

1991年 ９月 アーサーアンダーセン会計事務所（現　有限
責任あずさ監査法人）入所

－

1995年 １月 株式会社マイツ（池田公認会計士事務所）入
所

1996年 ４月 日本合同ファイナンス株式会社（現　ジャフ
コグループ株式会社）入社
ジャフコ公開コンサルティング株式会社（現
ジャフココンサルティング株式会社）出向

2000年 １月 中村公認会計士事務所開設　所長（現任）
2002年 １月 中村渡税理士事務所開設　所長（現任）
2004年 ６月 株式会社Ｅストアー監査役
2009年 ６月 J-STAR株式会社監査役（現任）
2016年 ６月 株式会社百戦錬磨監査役（現任）

株式会社Ｅストアー社外取締役（監査等委
員）（現任）

2017年 ２月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】

中村　渡氏は、当社において、2017年２月より監査等委員である社外取締役を務めております。
同氏は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当
社の監査等に活かしていただく適切な人材であると判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候
補者といたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．水谷幸二氏及び中村　渡氏は、社外取締役候補者であります。
３．水谷幸二氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結

の時をもって２年となります。
４．中村　渡氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結

の時をもって４年となります。
５．当社は、水谷幸二氏及び中村　渡氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引

所に届け出ております。なお、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であ
ります。

－ 9 －

監査役選任議案
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第５号議案　会計監査人選任の件
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了

となります。監査工数の増加に伴う監査報酬の増額要請を契機に、当社の事業規模に適した監査対応
や監査報酬の妥当性について検討した結果、監査等委員会の決定に基づき、新たに監査法人A&Aパー
トナーズを会計監査人に選任することにつき、ご承認をお願いするものであります。

なお、監査等委員会が監査法人A&Aパートナーズを会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人
の監査実績や監査費用が当社の事業規模に適していること、また会計監査人に必要とされる専門性・
独立性・効率性、監査体制等を総合的に勘案した結果、監査法人A&Aパートナーズが適任であると判
断したためであります。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。
（2021年１月１日現在）

名　　　称 監査法人A&Aパートナーズ

事　務　所 東京都中央区日本橋一丁目16番11号

沿　　　革 1990年７月　設立

概　　　要

出資金
構成人員　社員（公認会計士）

職員（公認会計士）
その他

計
関与会社

40百万円
12名
27名
23名
62名

127社

以　上

－ 10 －

会計監査人選任議案
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(2019年12月 1 日から
2020年11月30日まで)

１．会社の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
当事業年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、国内経済は急

速に悪化しました。その後段階的な社会経済活動が再開され回復の兆しが見えてきましたが、
感染再拡大により終息の見通しが立たず、企業収益に与える影響については、先行き不透明な
状況が続いています。また、国内外の感染症の動向や金融資本市場の変動等の影響を注視する
必要があります。

当社の事業領域である組込みソフトウェア開発のコンサルティング業界におきましては、引
き続き、製造業におけるソフトウェアの重要性が高く、高付加価値の支援が必要とされていま
す。また、コロナ禍がもたらした新たな社会課題として、リモートワークにおけるエンジニア
の育成問題があり、優秀な人材の育成が急務と考えております。

このような環境の下、コンサルティング事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
一部顧客の休業要請やトレーニングサービスの開催延期などの影響が生じ、減収減益となった
一方で、成長に向けた投資活動に注力しました。コンサルティング事業のスケーリングは、コ
ンサルティング業務のコア資産のデジタル化・ストック化のプロジェクトを予定より前倒しし
て、実践型ナレッジ提供サービス「Eureka Box」（ユーリカ ボックス）を開発しました。事
業領域の拡大は、イノベーションを加速させるＺ世代を発掘・育成するプログラム「DeruQui」
（デルクイ）企業参画によるトライアルを開始しました。この結果、当事業年度の業績は、売
上高877,186千円（前期比10.1％減）、営業利益89,311千円（同52.4％減）、経常利益
100,114千円（同47.3％減）、当期純利益68,089千円（同51.4％減）となりました。

なお、当社はコンサルティング事業の単一セグメントであり、セグメント別の記載を省略し
ております。

②　設備投資の状況
当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は12,851千円で、その主な

ものは次のとおりであります。
イ．有形固定資産 本社 1,156千円

コンサルティング事業 3,070千円
ロ．無形固定資産 本社 8,625千円

－ 11 －

当事業年度の事業の状況
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③　資金調達の状況
　該当事項はありません。

⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第 10 期
(2017年11月期)

第 11 期
(2018年11月期)

第 12 期
(2019年11月期)

第 13 期
(当事業年度)
(2020年11月期)

売 上 高(千円) 694,132 834,369 976,249 877,186

経 常 利 益(千円) 125,670 146,121 190,012 100,114

当 期 純 利 益(千円) 85,270 99,235 140,208 68,089

１株当たり当期純利益 (円) 45.84 45.58 52.42 24.10

総 資 産(千円) 444,143 1,367,708 1,513,864 1,511,793

純 資 産(千円) 368,351 1,264,592 1,391,271 1,433,926

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 197.66 478.64 497.16 493.04

（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産は、
自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

２．2018年３月16日付で普通株式１株につき50株の株式分割、2019年６月１日付で普通株式１株につ
き２株の株式分割を行っておりますが、第10期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定し、１株
当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算定しております。

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社に対する
議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 の 内 容

株 式 会 社 ソ ル ク シ ー ズ 1,494,500千円 55.0％ ソフトウェア開発事業

②　重要な子会社の状況
　該当事項はありません。

－ 12 －

当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況
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⑷　対処すべき課題
①　優秀な人材の確保

ホームページの改訂、展示会への出展等により当社の知名度向上を図り、新卒、中途にかか
わらず、積極的に人員確保を行っていきます。人員不足による機会損失を防止するため、継続
して、採用活動を行い、即戦力となる人材の確保に努めております。また、新卒の採用及び教
育による人員確保も並行して行ってまいります。

②　収益基盤の拡充
当社は、自動車分野以外の新規分野における収益基盤の強化が課題の一つであると考えてお

ります。当社は、自動車分野で培ったソリューションを展開できる新規分野（医療、建設機械
等）への参入等に注力しながら事業を展開してまいります。医療機器分野や建設機械等、自動
車業界以外への対応も、規模は小さいものの、展開を図っております。

③　コーポレート・ガバナンス体制及び内部管理体制の強化
当社が継続的な成長を続けるためには、コーポレート・ガバナンス機能と内部管理体制の強

化は必須であると認識しております。コーポレート・ガバナンスに関しては、経営の効率性、
健全性を確保すべく、監査等委員会の設置や内部監査及び内部統制システムの整備によりその
強化を図っているところです。

また、内部管理体制については管理部門の増員を実施しておりますが、一層の体制強化が必
要であると認識しております。

⑸　主要な事業内容（2020年11月30日現在）
当社は、モデリング技術注１を中心としたソフトウェアの設計技術や、コード品質を改善するリ

ファクタリング注２、さらには複数の製品を効率的に開発するための部品開発や派生開発など、ソ
フトウェア開発に有効な多くの技術について豊富な経験と技術を有するコンサルタントを擁し、
自動車業界を中心に提案から課題解決までをワンストップで提供することで、顧客を支援するコ
ンサルティング会社です。

当社は、コンサルティング事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしており
ません。

－ 13 －

対処すべき課題、主要な事業内容
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当社が提供する主なサービス内容は以下のとおりであります。
①　コンサルティング

自動車やロボット、デジタル機器等の製品に組込まれる「組込みソフトウェア」の品質改善
に特化したコンサルティングの提供

②　教育・人材育成
コンサルティングで当社が活用するエンジニアリング手法を人材育成用トレーニングサービ

スとして提供
③　ツール提供

コンサルティングで実績のあるソリューションをツールとして提供

注１．モデリング技術とは、多様化するユーザーニーズに対応するために問題の仕組みや検討
過程を可視化し、組織のナレッジとしての共有や他者に伝えやすい形式で資産化すること。

２．リファクタリングとは、プログラムの外部から見た動作を変えずにソースコードの内部
構造を整理すること。

⑹　主要な事業所（2020年11月30日現在）
本 社 東京都品川区大崎二丁目11番１号

⑺　使用人の状況（2020年11月30日現在）
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

64名 5名増 41.6歳 4.5年

（注）　使用人数は就業人員であり、正社員及び契約社員の総数を記載しております。臨時雇用者は該当ありま
せん。

⑻　主要な借入先の状況（2020年11月30日現在）
該当事項はありません。

⑼　その他会社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

－ 14 －

主要な事業内容、主要な事業所、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

2021/01/29 12:00:33 / 20695652_株式会社エクスモーション_招集通知（Ｃ）

２．株式の状況（2020年11月30日現在）
⑴　発行可能株式総数 8,000,000株

⑵　発行済株式の総数 2,907,700株（自己株式55株を含む）
（注）新株予約権の行使により、発行済株式の総数は110,600株増加しております。

⑶　株主数 1,416名（前期末比52名減少）

⑷　大株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 ソ ル ク シ ー ズ 1,600,000株 55.03％

渡 辺 博 之 130,000 4.47

芳 村 美 紀 114,000 3.92

中 谷 宅 雄 64,000 2.20

井 山 幸 次 58,000 1.99

株式会社日本カストディ銀行（証券投資信託口） 54,500 1.87

山 田 英 治 40,000 1.38

中 山 隆 蔵 28,200 0.97

服 部 勢 26,900 0.93

三 輪 有 史 20,000 0.69

（注）１．持株比率は自己株式（55株）を控除して計算しております。
２．芳村美紀氏の戸籍上の氏名は、木村美紀であります。

－ 15 －

株式の状況
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３．新株予約権等の状況
⑴　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約

権の状況
第 ３ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2016年11月24日

新 株 予 約 権 の 数 180個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る 株 式 の 種 類 と 数 普通株式 18,000株
(新株予約権１個につき 100株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権１個当たり 15,000円
(１株当たり 150円)

権 利 行 使 期 間 2020年３月１日から
2023年11月29日まで

行 使 の 条 件 （注）

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役

( 監査等委員
を除く )

取 締 役

( 社外取締役
を除く )

新株予約権の数 180個
目的となる株式数 18,000株
保有者数 3名

社 外 取 締 役
新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名

（注）１．本新株予約権の割当を受けた者（以下、「受託者」という。）は、本新株予約権を行使することがで
きず、かつ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者（以
下、「受益者」または「本新株予約権者」という。）のみが本新株予約権を行使できることとする。

２．新株予約権者は、当社の損益計算書（連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書）にお
ける2017年11月期から2019年11月期の営業利益の合計額が350百万円を超過した場合にのみ、本
新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の
概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

－ 16 －
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３．上記２に関わらず、本新株予約権の割当日から１年６ヶ月を経過する日までの期間において、次に掲
げるいずれかの事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができない。

（１）行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合（払込金額が会社法第
199条第３項・同第200条第２項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合
その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。）。

（２）本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていな
い場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき（但し、資本政策目
的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場
合を除く。）。

（３）本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、
当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったと
き。

（４）本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていな
い場合、第三者評価機関等によりＤＣＦ法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式
評価額が行使価額を下回ったとき。

４．受益者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査等委員である取締役または従
業員、当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。

５．上記４の規定にかかわらず、信託期間満了日以降、新株予約権の交付を受けた新株予約権者が死亡し
た場合、新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より１年間経過する日と行使期間満了
日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった
本新株予約権を行使することができる。

６．上記５に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続
人が死亡した場合の、本新株予約権の再度の相続も認めない。

７．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過す
ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

８．各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

⑵　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

－ 17 －
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４．会社役員の状況
⑴　取締役の状況（2020年11月30日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 会 長 長 尾 　 章

株式会社ソルクシーズ　代表取締役社長
株式会社エフ・エフ・ソル　代表取締役会長
株式会社イー・アイ・ソル　代表取締役会長
株式会社インフィニットコンサルティング　取締役会長
株式会社ノイマン　代表取締役会長
株式会社インターディメンションズ　代表取締役社長
株式会社コアネクスト　代表取締役会長
株式会社アスウェア　取締役
株式会社Fleekdrive　代表取締役会長
株式会社アリアドネ・インターナショナル・コンサルテ
ィング　取締役

代 表 取 締 役 社 長 渡 辺 博 之 株式会社ソルクシーズ　取締役

常 務 取 締 役 芳 村 美 紀 管理本部管掌兼研究・開発本部管掌

取 締 役 井 山 幸 次 コンサルティング本部長

取 締 役 鷲 﨑 弘 宜

早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研
究所　所長
株式会社システム情報　社外取締役（監査等委員）
早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工学科　教授
国立情報学研究所　客員教授

取締役（監査等委員） 水 谷 幸 二
佃パートナーズ株式会社　代表取締役
三田アドバイザリー株式会社　取締役
株式会社トップ教育センター　代表取締役会長
株式会社OKAN　監査役

取締役（監査等委員） 甲 斐 素 子

株式会社ソルクシーズ　執行役員経理部長
株式会社エフ・エフ・ソル　監査役
株式会社イー・アイ・ソル　監査役
株式会社コアネクスト　監査役
株式会社Fleekdrive　監査役
株式会社アリアドネ・インターナショナル・コンサルテ
ィング　監査役

取締役（監査等委員） 中 村 　 渡

中村公認会計士事務所　所長
中村渡税理士事務所　所長
J-STAR株式会社　監査役
株式会社百戦錬磨　監査役
株式会社Ｅストアー　社外取締役（監査等委員）

（注）１．芳村美紀氏の戸籍上の氏名は、木村美紀であります。
２．取締役鷲﨑弘宜氏並びに取締役（監査等委員）水谷幸二氏及び中村　渡氏は、社外取締役であります。

－ 18 －
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３．取締役（監査等委員）甲斐素子氏は、長年当社親会社の株式会社ソルクシーズの経理業務を担当して
おり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

４．取締役（監査等委員）中村　渡氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関す
る相当程度の知見を有しております。

５．当社は、常勤の監査等委員の選定は行っておりませんが、取締役（監査等委員）水谷幸二氏は、重要
な社内会議への出席等による日常的な情報収集及び情報の共有を行っております。また、内部監査担
当者と監査等委員会が連携して監査活動を行い、監査の実効性を確保しております。

６．当社は、取締役鷲﨑弘宜氏並びに取締役（監査等委員）水谷幸二氏及び中村　渡氏を東京証券取引所
の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

⑵　責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。

⑶　取締役の報酬等
当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取  締  役 （ 監  査  等  委  員  を  除  く 。 ）
（う　　ち　　社　　外　　取　　締　　役）

４名
（１）

50,087千円
（1,200）

取 　  締 　  役 （ 監 　  査 　  等 　  委 　  員 ）
（う　　ち　　社　　外　　取　　締　　役）

２
（２）

3,000
（3,000）

合 計
（う　　ち　　社　　外　　役　　員）

６
（３）

53,087
（4,200）

（注）１．取締役（監査等委員を除く。）の支給人員は、無報酬の取締役（監査等委員を除く。）１名を除いて
おります。

２．取締役（監査等委員）の支給人員は、無報酬の取締役（監査等委員）１名を除いております。
３．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
４．取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2017年２月22日開催の第９回定時株主総会におい

て、年額300百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
５．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2017年２月22日開催の第９回定時株主総会において、年額

50百万円以内と決議いただいております。

－ 19 －
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⑷　社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役鷲﨑弘宜氏は、早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所の所長、
株式会社システム情報の社外取締役（監査等委員）、早稲田大学理工学術院基幹理工学部情
報理工学科の教授及び国立情報学研究所の客員教授であります。当社と各兼職先との間には
特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）水谷幸二氏は、佃パートナーズ株式会社の代表取締役、三田アドバイ
ザリー株式会社の取締役、株式会社トップ教育センターの代表取締役会長、株式会社OKAN
の監査役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）中村　渡氏は、中村公認会計士事務所の所長、中村渡税理士事務所の
所長、J-STAR株式会社の監査役、株式会社百戦錬磨の監査役及び株式会社Ｅストアーの社外
取締役（監査等委員）であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況
出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取 締 役
鷲 﨑 弘 宜

当事業年度に開催された取締役会20回の全てに出席いたしました。ソフトウェ
アエンジニアリング分野の専門家であり、同分野での卓越した知見と豊富な経験
を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。

取締役(監査等委員)
水 谷 幸 二

当事業年度に開催された取締役会20回及び監査等委員会20回の全てに出席いた
しました。金融機関等での豊富な知識や経験を活かし、取締役会において、取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。監査
等委員会においては、監査結果についての意見交換、監査に関する協議などを行
っております。

取締役(監査等委員)
中 村 　 渡

当事業年度に開催された取締役会20回の全てに、また、監査等委員会20回のう
ち19回に出席いたしました。公認会計士、税理士としての専門的見地から、取締
役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行
っております。監査等委員会においては、監査結果についての意見交換、監査に
関する協議などを行っております。

－ 20 －
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５．会計監査人の状況
⑴　名称　　　　　　　　　　EY新日本有限責任監査法人

⑵　報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 17,535千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 17,535

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同
意の判断をいたしました。

⑶　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場
合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認
められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査
等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人
を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

－ 21 －
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①　法令・定款及び社会規範を遵守するためのコンプライアンス基本方針を制定し、全社に周知・
徹底する。

②　コンプライアンスに係る規程を制定するとともに、経営会議において、コンプライアンス体
制の構築・維持にあたる。

③　コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を
図る。

④　内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
⑤　当社は、健全な会社運営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また、不当な要

求には断固としてこれを拒絶する。
（当該体制の運用状況）

当社は、全社員が参加する全体会議等においてコンプライアンス教育を実施しております。
また、内部通報窓口を設置し、法令や企業倫理に反する行為の未然防止に努めております。

⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保全及び管理に関する体制
①　取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程等に基づき、適切に保存

及び管理を行う。
②　取締役（監査等委員を含む。）は、これらの文書等を、常時閲覧できるものとする。
（当該体制の運用状況）

法令及び文書管理規程などの社内規程に基づき必要な文書等を保存・管理し、文書等を速や
かに閲覧できる体制を整えております。

⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　リスク管理に関する事項を経営会議規程で制定し、会社の事業活動において想定される各種

リスクに対応する組織、責任者を定め、適切に評価・管理できる体制を構築する。
②　経営会議において、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
③　危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対し

て適切かつ迅速に対処するものとする。
（当該体制の運用状況）

当社は、経営会議において、具体的な損失の危険の可能性及びそのリスクコントロールの方
法、体制に関して審議し、その結果を取締役会及び監査等委員会に報告する制度を構築してお

－ 22 －

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

2021/01/29 12:00:33 / 20695652_株式会社エクスモーション_招集通知（Ｃ）

ります。当事業年度においては、リスクアセスメントを行い、経営会議でリスク及びそのコン
トロールの方法等について協議を行いました。

⑷　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化

を図る。
②　取締役会を毎月１回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
③　取締役会は、当社の経営計画を決議し、管理本部はその進捗状況を毎月取締役会に報告する。
（当該体制の運用状況）

当社は、当事業年度において臨時のものも含め20回の取締役会を開催し、上記記載の運用を
いたしました。

⑸　当社の業務の適正を確保するための体制
①　内部監査部門は、内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。
（当該体制の運用状況）

上記のとおり、運用いたしました。

⑹　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項

①　監査等委員会の求めに応じて、取締役会は監査等委員会と協議のうえ、スタッフを任命し、
当該監査業務の補助に当たらせる。

（当該体制の運用状況）
現状は、監査等委員会からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められておりません

が、制度的に上記体制を確保できるようにしております。

⑺　監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
①　監査等委員会より業務の補助の要請を受けた使用人は、取締役（監査等委員である取締役を

除く）及び上長の指揮・命令は受けないものとする。
②　当該使用人の人事異動及び考課については、監査等委員会の同意を得るものとする。
（当該体制の運用状況）

現状は、監査等委員会から要望がないため、その職務を補助すべき使用人を置いておりませ
んが、実際に当該使用人を置くことになった場合は、上記体制が確保できるようにいたします。

－ 23 －
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⑻　取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、
その他の監査等委員会への報告に関する体制、当該報告をしたことにより不利益を受けないこ
とを確保するための体制

①　監査等委員は、取締役会のほか経営会議等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職
務執行状況の報告を求めることができる。

②　取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を
発見したときには速やかに監査等委員会に報告する。

③　取締役及び使用人は、監査等委員会から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、
速やかに報告する。

④　監査等委員会に報告を行ったことを理由として、報告者に不利益な取り扱いは行わない。
（当該体制の運用状況）

当社では、取締役会、経営会議以外の会議についても監査等委員の出席を可能とし、また、
監査等委員会は、取締役、使用人に対して必要に応じ報告を求め、また必要な意見交換やヒア
リングを実施し、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保しております。

⑼　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①　監査等委員会は、法令に従い、公正性かつ透明性を担保する。
②　監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
③　監査等委員会は、会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図

る。
④　監査等委員会は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担で弁護士、公認会計士、

その他専門家の意見を聴取することができる。
⑤　監査等委員会が、その職務の執行について費用の前払等を請求した場合は、当社は、監査等

委員会の職務の執行に必要でないと認められるときを除き、これを拒否しない。
（当該体制の運用状況）

当社では、代表取締役社長とは３か月に１回程度、意見交換を、また、会計監査人及び内部
監査部門とは３か月に１回程度、情報交換を行い、相互の意思疎通や連携を図っております。
また、監査等委員会が監査業務に必要と判断した費用については、会社の費用負担で専門家等
の意見を聴取できることを確保しております。

－ 24 －
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⑽　反社会的勢力排除に向けた基本的考え方と整備状況
①　当社は、コンプライアンス基本方針及びコンプライアンス行動基準において、反社会的勢力

の排除を宣言するとともに、反社会的勢力対応基本規程を制定し、反社会的勢力との関係を
遮断するための体制や反社会的勢力対応に関する基本的な事項を定める。

（当該体制の運用状況）
当社は、反社会的勢力排除の体制として、管理本部担当役員を当社全体の反社会的勢力対応

の実施及び運用の責任と権限を有する反社会的勢力対応統括責任者、管理本部を反社会的勢力
対応を統括する部署とし、反社会的勢力調査要領、反社会的勢力対応マニュアルにおいて、反
社会的勢力と取引しないための取引先等の調査方法を定め、反社会的勢力のチェックを実施し
ております。

－ 25 －
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貸　借　対　照　表
（2020年11月30日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 　 産 　 の 　 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

仕 掛 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

1,428,781

1,320,138

81,109

20,570

45

5,691

1,225

83,011

17,415

8,669

8,745

39,120

39,120

26,475

23,230

3,245

（ 負 　 債 　 の 　 部 ）

流 動 負 債 77,867

未 払 金 7,265

未 払 法 人 税 等 13,584

未 払 費 用 17,756

預 り 金 19,009

そ の 他 20,252

負 債 合 計 77,867

（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 1,433,581

資 本 金 445,214

資 本 剰 余 金 436,214

資 本 準 備 金 436,214

利 益 剰 余 金 552,220

利 益 準 備 金 3,375

そ の 他 利 益 剰 余 金 548,845

繰 越 利 益 剰 余 金 548,845

自 己 株 式 △67

新 株 予 約 権 345

純 資 産 合 計 1,433,926

資 産 合 計 1,511,793 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,511,793

－ 26 －
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損　益　計　算　書

(2019年12月 1 日から
2020年11月30日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 877,186

売 上 原 価 527,085

売 上 総 利 益 350,100

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 260,789

営 業 利 益 89,311

営 業 外 収 益

受 取 利 息 16

受 取 手 数 料 600

助 成 金 収 入 10,172

そ の 他 14 10,803

経 常 利 益 100,114

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 556

固 定 資 産 除 却 損 0 556

税 引 前 当 期 純 利 益 99,557

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 31,306

法 人 税 等 調 整 額 162 31,468

当 期 純 利 益 68,089

－ 27 －
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株主資本等変動計算書

(2019年12月 1 日から
2020年11月30日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 資 本 剰 余 金
合 計 利 益 準 備 金

そ の 他
利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 436,759 427,759 427,759 3,375 522,712 526,087

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 8,454 8,454 8,454

剰 余 金 の 配 当 △41,956 △41,956

当 期 純 利 益 68,089 68,089

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 8,454 8,454 8,454 － 26,132 26,132

当 期 末 残 高 445,214 436,214 436,214 3,375 548,845 552,220

株 主 資 本
新株予約権 純資産合計

自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 － 1,390,607 663 1,391,271

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 16,908 16,908

剰 余 金 の 配 当 △41,956 △41,956

当 期 純 利 益 68,089 68,089

自 己 株 式 の 取 得 △67 △67 △67

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) △318 △318

当 期 変 動 額 合 計 △67 42,973 △318 42,655

当 期 末 残 高 △67 1,433,581 345 1,433,926

－ 28 －
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴　たな卸資産の評価基準及び評価方法

①　仕掛品　　　　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法）を採用しております。

②　貯蔵品　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
⑵　固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した
建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　　　　　８年～15年
工具、器具及び備品　　３年～20年

②　無形固定資産
・市場販売目的のソフトウェア　見込販売数量に基づく償却額と見込有効期間（３年）の残存期間に基づ

く均等配分額のいずれか大きい額を計上する方法を採用しております。
・自社利用のソフトウェア　　　社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しており

ます。
⑶　引当金の計上基準

貸倒引当金　　　　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度においては、貸倒実績はなく、また貸倒懸念債権等も
ないため、貸倒引当金を計上しておりません。

⑷　収益及び費用の計上基準
　ソフトウェアの請負契約に係る当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約につ
いては工事進行基準を適用し、その他の契約については完成基準を適用しております。
　なお、工事進行基準を適用する契約の当事業年度末における進捗率の見積りは、原価比例法によっており
ます。

⑸　その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理　　　　　　税抜方式によっております。

－ 29 －
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２．貸借対照表に関する注記
⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 27,636千円

⑵　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これらの
契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は、次のとおりであります。
当座貸越限度額の総額 300,000千円
借入実行残高 －

差引額 300,000

３．株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当 事 業 年 度 期 首
株　式　数（株）

当 事 業 年 度 増 加
株　式　数（株）

当 事 業 年 度 減 少
株　式　数（株）

当 事 業 年 度 末
株　式　数（株）

発 行 済 株 式

普 通 株 式 2,797,100 110,600 － 2,907,700

合 計 2,797,100 110,600 － 2,907,700

自 己 株 式

普 通 株 式 － 55 － 55

合 計 － 55 － 55

（注）１．発行済株式の総数の増加110,600株は、新株予約権の行使によるものであります。
２．自己株式の数の増加55株は、単位未満株式の買取りによるものであります。

－ 30 －
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⑵　配当に関する事項
①　配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配 当 額
(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 0 年 ２ 月 2 7 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 41,956 15 2019年11月30日 2020年２月28日

②　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配 当 額
(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2021年２月25日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 43,614 15 2020年11月30日 2021年２月26日

⑶　当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的とな
る株式の種類及び数

普通株式 117,800株

４．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しております。デリバティブ取引は原則として行わな
い方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　売掛金は、「与信管理規程」に沿ってリスクの低減を図っております。
ロ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　資金担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リ
スクを管理しております。

－ 31 －

個別注記表



2021/01/29 12:00:33 / 20695652_株式会社エクスモーション_招集通知（Ｃ）

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。

⑤　信用リスクの集中
　当事業年度の決算日現在における営業債権のうち66.3％が特定の大口顧客（上位３社）に対するもので
あります。

⑵　金融商品の時価等に関する事項
　2020年11月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

（単位：千円）
貸借対照表計上額 時 価 差 額

⑴ 現 金 及 び 預 金 1,320,138 1,320,138 －

⑵ 売 掛 金 81,109 81,109 －

資 産 計 1,401,247 1,401,247 －

（注）１．金融商品の時価の算定方法に関する事項
資　産

⑴　現金及び預金、⑵　売掛金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。

２．金銭債権の決算日後の償還予定額
（単位：千円）

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

現金及び預金 1,319,977 － － －

売掛金 81,109 － － －

合計 1,401,086 － － －

－ 32 －
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５．税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 1,591千円
その他 1,653千円

繰延税金資産合計 3,245千円
繰延税金資産の純額 3,245千円

⑵　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下で
あるため、注記を省略しています。

６．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たりの純資産額 493円04銭
⑵　１株当たりの当期純利益 24円10銭

７．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

８．追加情報
新型コロナウイルス感染症の影響により、当社のコンサルティング事業では、一部顧客でのプロジェクトの

中断、コンサルティング要員の自宅待機及びトレーニングサービスの開催延期などの影響が生じておりました。
このような状況は、翌事業年度の一定期間にわたり当該影響が継続すると仮定して、固定資産の減損や繰延

税金資産の回収可能性等にかかる会計上の見積りを行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響は不確実性が高いため、上記仮定に変化が生じた

場合には、将来における財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

－ 33 －
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2021年１月18日
株式会社エクスモーション

取締役会　御中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 原 山 精 一 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 井 広 幸 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社エクスモーションの2019年12月

１日から2020年11月30日までの第13期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行
った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

－ 34 －
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 35 －
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監査等委員会の監査報告
監査報告書

当監査等委員会は、2019年12月１日から2020年11月30日までの第13期事業年度における取締役の職
務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内
容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からそ
の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するととも
に、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議

に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求
め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査しました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に
掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備
している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
２．監査の結果

⑴　事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま

す。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま

せん。
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス

テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年１月22日
株式会社エクスモーション　監査等委員会
監査等委員 水 谷 幸 二 ㊞
監査等委員 甲 斐 素 子 ㊞
監査等委員 中 村 　 渡 ㊞

（注）監査等委員水谷幸二及び中村　渡は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締
役であります。

以　上

－ 36 －
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株主総会会場ご案内図
会　場 大崎ブライトコア 3階 「大崎ブライトコアホール」

東京都品川区北品川五丁目5番15号　TEL 03－5447－7130（代表）

交　通 JR 山手線・JR 埼京線・JR 湘南新宿ライン・りんかい線･････「大崎駅」新東口（南改札）から徒歩約５分

［ お願い ］
※	‌�ご来場に際しましては、公共交通機関をご利用くださいますよう

お願い申し上げます。

＜株主様へのお願い＞
・�株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により、会場、開始時刻

の変更等、各種対応を更新する場合がございます。当社ウェブサイト（https://
www.corporate.exmotion.co.jp）より、発信情報をご確認くださいますよう、
併せてお願い申し上げます。

・�ご来場を検討されてる株主様は、当日までの健康状態を十分ご確認のうえ、マスク
着用やアルコール消毒液の利用など感染予防にご配慮いただきますようお願い申し
上げます。

・�会場入口付近で検温させていただく予定です。発熱が認められた方や、体調不良と
見受けられる方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。

ユニバーサルデザイン（UD）の
考えに基づいた見やすいデザイン
の文字を採用しています。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

※昨年と開催場所を変更しております。
　末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。
※株主総会ご出席の皆様へのお土産のご用意はございません。
　あらかじめご了承ください。

2021年2月25日（木曜日）
午後2時（受付開始：午後1時30分）

東京都品川区北品川五丁目5番15号
大崎ブライトコア 

3階 「大崎ブライトコアホール」

証券コード：4394

第13回

定時株主総会
招 集 ご 通 知

第1号議案開 催 日 時

決 議 事 項

開 催 場 所

▶ 剰余金の処分の件

第2号議案

第3号議案

▶ 定款一部変更の件

▶ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
5名選任の件

第5号議案

第4号議案

▶ 会計監査人選任の件

▶ 監査等委員である取締役2名選任の件

株主総会ご出席の皆様への
お土産のご用意はございません。
あらかじめご了承ください。

山
手
通
り

目黒川

JR・りんかい線 大崎駅

大崎ニューシティ

ゲートシティ大崎

アートヴィレッジ
大崎

小関橋交差点

スターバックスコーヒー
大崎
ブライトプラザ

小関橋

大崎ブライトコアホール

南改札

北改札

西口

東口

新西口 新東口

エレベーター

エスカレーター

A C

B

D

セブンイレブン

1 南改札口を出て左手、新東口へ
南改札Aを出て左手、新東口B方面へとお進みください。

2 1階に降りてください
正面に見えるエレベーターC、または左奥に設置されたエス
カレーターDで1階に降りてください。
※‌�エレベーターCをご利用の際は、1階に降りたらUターンしてください。

3 小関橋を渡り、さらに直進してください
1階に降り、そのまま直進すると川が見えてきます。
小関橋を渡り、さらに直進してください。

4 セブンイレブンが１階に入ったビルの３階になります
直進するとスターバックスコーヒーが左手に見えてきます。
小関橋交差点を渡り、セブンイレブンが１階に入ったビルの
３階が「大崎ブライトコアホール」です。


